
譲
渡
が
あ
る
方

・
住
宅
借
入
金
特
別
控
除
（
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
）
を
初
め
て
受
け
る
方

・
そ
の
他
、
申
告
の
内
容
に
よ
っ
て

は
役
場
で
の
受
付
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
は
期
限
内
に

　
所
得
税
・
町
県
民
税
（
住
民
税
）
の

申
告
は
、
国
民
健
康
保
険
税
や
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料

の
算
定
基
礎
と
な
る
も
の
で
す
。

　
申
告
が
済
ん
で
い
な
い
と
、
各
種

保
険
税
等
の
軽
減
措
置
が
受
け
ら
れ

な
か
っ
た
り
、
所
得
証
明
書
等
の
発

行
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
期
限
内
に
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

申
告
が
必
要
な
方

　
令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、
本
町

に
住
所
が
あ
る
方
で
、
令
和
２
年
中

に
次
の
所
得
が
あ
っ
た
方
（
一
例
）

☞
営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
配
当
等
の

所
得
が
あ
っ
た
方

☞
公
的
年
金
受
給
者
で
社
会
保
険
料

等
の
控
除
を
受
け
る
人
や
他
の
収

入
が
あ
っ
た
方

☞
収
入
が
全
く
な
か
っ
た
方

☞
医
療
費
控
除
や
各
種
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
方
　 

　
　
　
　
な
ど

※
青
色
申
告
の
方
は
、
役
場
で
の
受

　
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

・
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ 

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

・
古
河
税
務
署

　
☎

（32）
４
１
６
１
（
代
表
）

あなたは申告が必要・不要？

・簡易に判断する場合のフローチャートです。不明な点はお問い合わせください。
・納め過ぎた所得税の還付申告をする場合は、下表に関わらず確定申告が必要です。
・年齢は、令和３年１月１日現在の年齢で判断してください。

令
和
３
年
１
月
１
日
に
お
住
ま
い
で
あ
っ
た
市
区
町
村
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い。

・年金収入のみで収入金額が年間148万円以下
　（65歳未満は年間98万円）

・五霞町在住の親族の税法上の扶養になっている

・五霞町以外の親族の税法上の扶養になっている
・誰の税法上の扶養にもなっていない

・年金収入のみで収入金額が年間148万円
　（65歳未満は98万円）超え、400万円以下

・年金収入が400万円以下で、他の所得（20万
　円以下）がある

・年金収入のみで400万円を超える

・年末調整の内容に変更がある
・医療費控除を受ける
・寄附金控除を受ける
・２カ所以上から給与の支払いを受けた
・年末調整が済んでいない
（※給与収入93万円以下も含む）
・給与収入が２千万円を超える
・給与収入以外の所得が20万円を超える
（給与収入金額に関係なく）

・事業所得
（農業、営業など）

・不動産所得

・雑所得

・一時所得

・配当所得

・総合譲渡所得

・所得金額より控除が多い場合
（所得税が課税される場合）

・所得金額より控除が少ない場合
（所得税が課税されない場合）

はい

いいえ

スタート

確認して
みましょう!!

申告フローチャート

収入なし

非課税収入のみ
（遺族年金、
障害年金など）

主に年金収入

主に給与収入 確定申告

住民税申告

住民税申告

住民税申告

申告不要

令
和
２
年
中
（
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
）
に
ど
ん
な
収
入
や
控
除
が
あ
り
ま
し
た
か
。

・譲渡所得（土地・建物）
・先物取引の雑所得
・株式等の譲渡所得

・新規に住宅借入金等特別
控除を受ける

・上場株式などの配当所得

・青色申告の方

税務署で
確定申告

・年金収入以外の所得が20万円を超える
　（年金収入金額に関係なく）

五
霞
町
へ
の
申
告
は
不
要
で
す
。

令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、
五
霞
町
に
お
住
ま
い
で
し
た
か
。
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